
 

上尾市危険物の規制に関する細則及び上尾市火災予防規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。  

令和８年１月２７日  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第１３号  

上尾市危険物の規制に関する細則及び上尾市火災予防規則の一部を改

正する規則  

 （上尾市危険物の規制に関する細則の一部改正）  

第１条  上尾市危険物の規制に関する細則（平成３年上尾市規則第９号）の

一部を次のように改正する。  

  第２条第１項中「２部」を削り、同条第２項中「に同項の申請書を１部

添付して、当該申請者」を「を当該申請者」に改める。  

  第１０条を次のように改める。  

  （措置命令等を発した場合における公示の方法）  

 第１０条  府令第７条の５に規定する市長が定める方法は、上尾市公告式

条例（昭和３０年上尾市条例第１号）第２条第２項に規定する市のホー

ムページに設置した掲示場に掲示することとする。ただし、同項ただし

書に規定する自動公衆送信に係る障害その他特別の事由があるときは、

上尾市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和４０年上尾市条

例第５号）第３条の消防本部並びに同条例第４条の表に掲げる消防署及

び上尾市消防署組織規程（昭和５８年上尾市消防本部訓令第１号）第３

条第２項の表に掲げる分署の掲示場に掲示することとする。  

  第１１条第１項中「２部」を「１部」に改め、同条第２項を削る。  

  第１１号様式を次のように改める。  



 第１１号様式  削除  



 （上尾市火災予防規則の一部改正）  

第２条  上尾市火災予防規則（平成１７年上尾市規則第７２号）の一部を次

のように改正する。  

  第２条中「それぞれ正本１部及び副本」を削り、同条第２項ただし書を

削る。  

  第１２条第２項中「に前項の申請書の副本を添付して」を「により」に

改め、同条第３項中「に同項の申請書の副本を添付して」を「により」に

改める。  

  第１３条を次のように改める。  

  （措置命令等を発した場合における公示の方法）  

 第１３条  省令第１条に規定する市長が定める方法は、上尾市公告式条例

（昭和３０年上尾市条例第１号）第２条第２項に規定する市のホームペ

ージに設置した掲示場に掲示することとする。ただし、同項ただし書に

規定する自動公衆送信に係る障害その他特別の事由があるときは、上尾

市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和４０年上尾市条例第

５号）第３条の消防本部並びに同条例第４条の表に掲げる消防署及び上

尾市消防署組織規程（昭和５８年上尾市消防本部訓令第１号）第３条第

２項の表に掲げる分署の掲示場に掲示することとする。  

  第１５条第２項中「に前項の申請書の副本を添付して」を「により」に

改め、同条第３項中「に同項の申請書の副本を添付して」を「により」に

改める。  

  第１５条の２第２項中「第１３条各号に掲げる」を「第１３条に規定す

る」に改める。  

  第２３条中「これらの届出書に確認済の印（第２８号様式）を押印し、

当該届出者にその副本を交付する」を「その旨を通知する」に改める。  

  第２号様式備考第３号を削る。  

  第７号様式備考第４号を削る。  

  第８号様式を次のように改める。  

 



第8号様式(第12条関係) 

消防用設備等特例承認申請書 

年   月   日 

 

 (宛先) 

 

 

申請者  住 所                

 

氏 名                

 

電話番号               

 

 下記の防火対象物の消防用設備等について、消防法施行令第32条の規定の適用を受け

たいので申請します。 

 

記 

防 火 対 象 物 

所 在 地   

名 称   用 途   

構 造   階 数   

建築面積 m2 延面積 m2 

特例申請消防用設備等 

  

理 由 及 び 処 置 等 

  

受 付 欄 経 過 欄 

    

備考 

防火対象物の案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び設備等の設計図書

を添付してください。 

 



第１１号様式備考第４号を削る。  

  第１４号様式備考第６号を削る。  

  第１６号様式備考第７号を削る。  

  第１７号様式備考第７号を削る。  

  第１８号様式備考第６号を削る。  

  第１９号様式備考第４号を削る。  

  第２５号様式備考第３号を削る。  

  第２６号様式備考第５号を削る。  

  第２７号様式備考第３号を削る。  

  第２７号様式の２備考第５号を削る。  

第２８号様式を削る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条中上尾市

危険物の規制に関する細則第１０条の改正規定並びに第２条中上尾市火災

予防規則第１３条及び第１５条の２第２項の改正規定は、令和８年２月１

日から施行する。  

 （適用区分）  

２  第１条の規定による改正後の上尾市危険物の規制に関する細則第１０条

の規定は、令和８年２月１日以後にする公示について適用し、同日前にし

た公示については、なお従前の例による。  

３  第２条の規定による改正後の上尾市火災予防規則第１３条及び第１５条

の２第２項の規定は、令和８年２月１日以後にする公示について適用し、

同日前にした公示については、なお従前の例による。  

 


